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Ⅰ．はじめに

○吉村（司会） 本日のセミナーは，

「隣接・周辺業務の現状と今後－

新分野へのアプローチと可能性」

と題して，隣接・周辺業務の取り

組みの実態と今後のあり方につい

て，（社）東京都不動産鑑定士協会

の業務推進委員会におきまして検

討を重ねてきました内容を踏まえ，

日ごろ「隣接・周辺業務」の仕事

に深く関わられている皆さんにお

集まりいただきまして議論してい

きたいと思います。

私は，司会を担当します（株）吉

村総合計画鑑定の吉村と申します。

（社）東京都不動産鑑定士協会の業

務推進委員会におきましては，委

員，副委員長，委員長と仰せつか

り，「不動産鑑定士の業務拡充」

を目指して，様々な取り組みをさ

せていただいております。

本日のテーマは，不動産鑑定士

の将来像を見据えたときに大変重

要なテーマであると思いますので，

本日の出席者の皆さん，どうぞよ

ろしくお願いいたします。

不動産鑑定士・業にとっての「隣接・周辺業務」

とは何か。鑑定評価を中核とすると，その周辺に位

置するということになるが，その業務の幅は広く，

難易度も多様だ。鑑定評価業務のプロセスの一部，

例えば物件調査から多数の権利者が絡む再開発事業

のコンサルティングなどまで，単独でできるものも

あれば異業種と連携して取り組まなければならない

ものもある。（社）東京都不動産鑑定士協会はこのほ

ど，「隣接・周辺業務」の位置づけ，業務例一覧を

まとめた。鑑定評価に関する法律の改正に伴い，実

際にその業務に携わる不動産鑑定士が「不動産鑑定

士の業務拡充」をめざして検討してきたものだ。今

回はその取りまとめに参加した不動産鑑定士の皆さ

んに出席いただき，本人の業務事例などを基に，現

状と業務拡充のための具体的なアプローチ，さらに

今後の可能性などについて探ってもらった。

隣接・周辺業務例一覧
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〈「隣接・周辺業務」とは…，「隣

接・周辺業務」の位置付け（法改

正）について〉

ところで，「隣接・周辺業務」

とは，ご案内のとおり，平成１６年

６月に公布された「不動産取引の

円滑化のための地価公示法及び不

動産の鑑定評価に関する法律の一

部を改正する法律」（いわゆる改

正鑑定法）におきまして，不動産

鑑定士等の業務に関する規定が見

直され，従来からの独占業務であ

る鑑定評価のほかに，「不動産鑑

定士等の名称を用いて，不動産の

客観的価値に作用する諸要因に関

して調査若しくは分析を行い，ま

たは不動産の利用，取引若しくは

投資の相談に応ずること」を「隣

接・周辺業務」と位置づけ，平成

１７年４月より，この改正につき施

行されています。

もちろん，これらの業務は，不

動産コンサルティング業務，アド

バイザー業務などとして従来から

取り組まれていたもので，業務と

しては特別目新しいものではあり

ません。また，不動産鑑定士の独

占業務というわけではありません

ので，様々な分野の方々がかかわ

られているのが実情です。

〈（社）東京都不動産鑑定士協会・

業務推進委員会での取り組みと本

日の出席者〉

この「隣接・周辺業務」の重要

性を鑑みて，平成１７年４月に，業

務推進委員会におきまして，隣接

・周辺業務拡充小委員会を設置い

たしました。そして，「隣接・周

辺業務」に直接，間接に実際にか

かわられている先生方に委員とし

て参加いただき，様々な切り口か

ら議論を重ねて参りました。

さて，本日は，業務推進委員会

から３人の方々にご出席をいただ

いております。

まず，（財）日本不動産研究所主

任鑑定役の岩城正一さんです。岩

城さんは，鑑定とコンサルの両方

に精通され，数多くのコンサルテ

ィング業務を実践されております。

また，業務推進委員会では副委員

長をお願いしております。

次にご紹介します畑中更一さん

は，（株）ハリファックス・アソシ

エイツのインベストメント部にお

きましてシニアプロジェクトコン

サルタントとして，鑑定，売買仲

介，コンサルティング業務を主業

務とされており，外資系不動産会

社ならではの多様な実務に携わら

れております。業務推進委員会で

隣接・周辺業務拡充小委員会を設

置するに当たり，小委員長をお引

き受けいただき，本日のテーマに

ついて主幹していただいておりま

す。

３人目は，PwCアドバイザ

リー（株）のマネージャーで当委員

会委員をお引き受けいただいてお

ります加藤徹也さんです。加藤さ

んは，主としてM&A，投資，事

業再生・改善，PFI 等の各局面に

おける「不動産サービス」を提供

するお仕事に携わられております

ので，本日は大手外資会計系コン

サルティング会社で取り組まれて

いる興味深いお話が伺えるのでは

ないかと思います。

Ⅱ．隣接・周辺業務との関
わり，実務家としての取
り組みの現状

それでは，皆さんに「隣接・周

辺業務」とのかかわり，実務家と

しての取り組みの現状についてお

話ししていただきつつ，自己紹介

をお願いしたいと思います。

最初に，日本不動産研究所の岩

城さんからお願いします。

〈岩城さんの場合〉

○岩城 （財）日本不動産研究所の

岩城と申します。

それでは，会社の動きをまずお

話しして，その中で私自身がどう

いう仕事をしているのかという順

序でお話しさせていただくのがよ

ろしいかと思いますので，まず会

社の紹介をさせていただきます。

日本不動産研究所は，不動産に

かかわる調査・研究，鑑定評価，

コンサルティング等の業務を行っ

ている公益法人です。研究部門で

は，官公庁，民間企業からの委託

研究や自主研究を行うとともに，

□岩城 正一（いわき・まさかず）
（財）日本不動産研究所 西東京支所 主
任鑑定役。不動産鑑定士・一級建築士・再
開発プランナー。
1972年武蔵工業大学工学部建築学科卒
業。
積水化学工業㈱住宅事業本部商品開発室
等にて工業化住宅の開発業務に従事した後，
1990年，不動産鑑定士第２次試験合格を
機に（財）日本不動産研究所に入所。コンサ
ルタント部にて鑑定評価のほか再開発，用
地補償，評価システムの構築，マーケット
調査等の業務に従事。1995年に西東京支
所発足と同時に同支所に異動し現在に至る。
（社）東京都不動産鑑定士協会業務推進副委
員長・大橋地区市街地再開発事業審査委員。

鑑定セミナー・「隣接・周辺業務」の現状と今後
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海外の研究機関との交流・連携を

進めており，鑑定部門では，複数

の不動産鑑定士等によって多面的

に分析・検討がなされる機関鑑定

を行い，コンサルティング部門で

は，都市再開発・共同ビル事業，

不動産投資支援業務あるいは各種

評価システムの運用・開発等のコ

ンサルティング業務を行っており

ます。

組織は，本所，これは東京・虎

ノ門にございますが，そのほか全

国各都道府県に合計５２支所を有し，

不動産にかかわるあらゆる場面で

の鑑定評価，コンサルティングの

ニーズに対応しております。また，

先駆的取り組みとして，「環境プ

ロジェクト室」「企業資産評価プ

ロジェクト室」「国際評価グルー

プ」等を設置して新規事業展開を

行っております。

こういった組織の現状の中で，

私自身は鑑定及びコンサル業務を

主に担当しております。当初，入

所当時にコンサルタント部におり

まして，その後，現在の西東京支

所に移ってからは，鑑定及びコン

サルの両方の分野を担当するとい

う形で現在に至っております。

○吉村 ありがとうございました。

続きまして，ハリファックス・ア

ソシエイツの畑中さんにお願いい

たします。

〈畑中さんの場合〉

○畑中 ハリファックス・アソシ

エイツの畑中と申します。

まず私どもの会社の簡単なご紹

介を申し上げますと，当社は外資

系の不動産会社でございまして，

業務としては，売買の仲介，賃貸

の仲介，鑑定業務，賃貸物件の管

理，開発事業マネージメント，総

合的コンサルティング業など，一

口で言うと総合的に不動産にまつ

わる業務全体を取り扱っている不

動産会社です。

日本で設立されたのが今から５０

年ほど前で，外資系では最初に宅

建免許をとった会社だと言われて

おります。現在，東京の本部と大

阪の営業所の２箇所で，会社規模

としては中小企業ですが，設立以

来，国内大手の不動産会社では今

まであまり扱ってこなかったよう

な，いわゆるニッチの業務も続け

てまいりまして，お客様のほとん

どが外資系の大手企業です。

当社において私はインベストメ

ント部というところで売買の仲介，

鑑定業務，開発事業の相談業務，

アドバイザリー業務，あるいは全

体的なコンサルティングレポート

を作成しておりますが，私はその

中で売買仲介，鑑定業務，コンサ

ルティング業務全般に携わってお

ります。

後ほど細かい部分につきまして

は，いろいろと実務に基づいたお

話をしたいと思いますが，特徴を

一言で言いますと，お客様から不

隣接・周辺業務例の位置づけ
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動産に関する様々なご相談を一手

に引き受けまして，最初の相談業

務，企画立案から，最終的な処分，

購入というところまで，入口から

出口まですべてを一括して依頼さ

れるというのが特徴的で，いわゆ

る先発完投型といいますか，一人

の担当者が最初から最後まで全体

の相談を受けるという形をとって

います。

本日の「隣接・周辺業務」とい

うテーマで言えば，日常的に主に

「隣接・周辺業務」を中心に鑑定

業務も併せて行っていると言える

かと思います。

○吉村 ありがとうございました。

それでは，PwCアドバイザリー

の加藤さんにお願いいたします。

〈加藤さんの場合〉

○加藤 PwCアドバイザリー株

式会社の加藤でございます。

私の勤務先は，いわゆる外資の

会計系のコンサルティング会社と

いうことに一般的にはなるかと思

いますが，先ほど吉村さんからご

紹介をいただきましたように，M

&Aですとか，投資，事業再生あ

るいは事業改善，それから PFI

などに関しまして，いろいろなア

ドバイザリーサービスを提供して

いる会社でございます。

こうしたサービスを提供してい

る中で，どうしても不動産に関連

する間題というのが出てまいりま

すので，そうした問題へのソリ

ューションを提供する，そういう

ことが私の仕事ということになっ

ております。

PwCアドバイザリーという会

社自体は７年ほど前に設立されま

した。スタート当初は７割強でし

ょうか，外資系のお客様がほとん

どでしたが，現在は完全にそれが

逆転しておりまして，大体８割以

上は日本の，それも事業会社さん

がお客様になっております。

こうしたお客様の中には，不動

産そのものに関しての専門的な知

識をお持ちの方もいらっしゃいま

すし，そうでない方もいらっしゃ

います。そういったお客様にそれ

ぞれに見合った形でサービスを提

供していくわけですので，案件の

種類は極めて多様な範囲になって

おります。

基本的には，お客様である企業

さんや組織が生まれて育って，ち

ょっと苦しい時期が来て，またそ

れを乗り越えて成長していく，そ

ういうサイクルの中で起こり得る

様々な問題に対して，その段階，

その状況に応じた，問題への適切

な解決策というものを提供してい

くというのが私どもの業務です。

今，この局面でお客様が抱えてい

る問題はどんなものなのか，それ

に不動産がどう関係しているのか，

そういうあたりの見極めを始める

ところから業務が始まっていく，

という形になります。

ですから，鑑定あるいは評価と

いう業務は，直接的には業務とし

て独立しているわけではなくて，

そうした問題解決の中で一つの解

決の手段として，あるいは提供す

べきサービスの一つとして考えら

れている，というのが私の勤務先

での鑑定あるいは評価の位置づけ

です。そういう意味では，先ほど

の畑中さん同様，私もむしろ普段

は「周辺業務・隣接業務」，こち

らが中心になり，その視点から鑑

定あるいは評価というものを見て

いる，という立ち位置になるかと

思います。

〈吉村さんの場合〉

○吉村 ありがとうございました。

最後になりますが，私の「隣接・

周辺業務」とのかかわりなどをお

話しさせていただきます。

私の会社は創業８年になります

が，前職の信託銀行時代から，都

市再開発，不動産信託，鑑定評価

や様々なコンサルティング業務を

行っておりまして，現在でも，基

本的な取り組み姿勢は変わってお

りません。今の会社は，「不動産

の専門家による総合コンサルティ

ングファーム」を目指して業務を

行っているわけですけれども，そ

の一つの大きな柱が鑑定評価，も

う一つの大きな柱がコンサルティ

ングです。鑑定評価は，昨今，高

度化・専門化しておりますので，

相当な勉強が必要です。その範囲

は，従来よりもより広く・深く，

不動産を取り巻く様々な分野に熟

知していないと十分な成果を出す

ことができません。そういった点

□加藤 徹也（かとう・てつや）
PwCアドバイザリー（株）トランザクシ
ョンサービス マネージャー。不動産鑑定
士。
１９９３年慶応義塾大学法学部卒業。
（株）日本債券信用銀行（現（株）あおぞら
銀行）勤務を経て，1999年，PWフィナ
ンシャル・アドバイザリー・サービセズ㈱
（現PwCアドバイザリー（株））入社。不
動産投資，事業再生，債権評価，M&A，
PFI 関連，その他様々な局面における不動
産関連アドバイザリー業務に従事。（社）東
京都不動産鑑定士協会業務推進委員。

鑑定セミナー・「隣接・周辺業務」の現状と今後
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からも，鑑定評価は，コンサルテ

ィング業務とは切っても切れない

関係にあって，鑑定評価と，いわ

ゆる「隣接・周辺業務」と言われ

ているコンサルティング業務とか，

アドバイザリー業務とは，一体と

なった仕事と捉えています。

コンサルティングと言っても，

大変幅広くて，鑑定評価に近いと

ころとしては，鑑定評価のスキル

を生かした評価コンサルティング

業務が挙げられます。鑑定評価の

スキルをベースとして，M&Aや

企業再生における不動産価値にか

かわるコンサルティング，売却や

投資のアドバイザリー，不動産プ

ロジェクトのスキーム構築のコン

サルティングなどを行ったりして

います。

もう一つの分野としては，以前

から取り組んでいます再開発のコ

ンサルティング業務ですね。再開

発に関係した従前・従後評価や評

価コンサルティングという業務も

当然ありますが，再開発をするこ

とによって事業そのものの組み立

てがどうなるのか，これは法定再

開発事業に限らず，民間の共同ビ

ル事業でも，そのほかの開発プロ

ジェクトにおいても，事業の遂行

のために必要となるプロジェクト

・コンサルティング業務を行って

います。

また，これらの業務を行ってい

くうえで，どうしても建築の分野

というのは欠かせない部分です。

鑑定評価に関係が深いところでは，

建物診断を行って，エンジニアリ

ング・レポートを作成したり，ま

た開発プロジェクトにおいては，

クライアントと一緒になって，設

計や工事を発注し，プロジェクト

をマネージメントしていったりと，

建築関係のスキルは重要となって

きます。

「隣接・周辺業務」については，

どういった業務が「隣接・周辺業

務」であるかが，なかなか明確に

規定できないと思います。それは，

社会のニーズが大変複雑化・多様

化しており，それに対して答えを

出していくというところで，カテ

ゴリーが多岐に亘るという必然的

なことであり，非常におもしろい

仕事だなと思って取り組ませてい

ただいています。

Ⅲ．業務推進委員会での検
討～実務に基づいた現状
分析

次に，業務推進委員会で検討を

進めてまいりました「隣接・周辺

業務」の現状分析などについてお

話ししたいと思います。

隣接・周辺業務拡充小委員会で

は，各方面の実務家の先生方にお

集まりいただいて，様々な角度か

らの現状分析を行ってまいりまし

た。特に昨今の不動産を取り巻く

環境の変化，諸問題の複雑化・高

度化，社会ニーズの多様化，社会

的必要性など外部環境を十分意識

した議論を心がけました。

それでは，まず，そのあたりの

経緯などにつきまして，小委員長

である畑中さんからご説明いただ

けないでしょうか。

〈隣接・周辺業務拡充小委員会で

の経緯〉

○畑中 冒頭でもございましたよ

うに，直接的には平成１６年の法改

正に基づいて「隣接・周辺業務」

という言葉が定義づけられたとい

うか，新たに登場して以来，それ

について検討するということでし

た。「隣接・周辺業務」に対する

業務としては，「鑑定評価業務」

になろうかと思いますが，そもそ

も鑑定評価業務の生い立ちという

か，スタートラインを考えますと，

当時は地価公示価格の制度が出来，

全国の土地の価格，価値というも

のを把握するために専門家として

の不動産鑑定士という資格が創ら

れ，鑑定士による価格に基づき地

価公示価格が定められるという，

当初から極めて公共的な性格が強

いものであったかと思います。鑑

定士が書く鑑定評価というのもか

なり公共的・公益的といいますか，

現在でもそうですが，公共的な責

任を負って，法律に基づいたある

程度決まったフォーマット，形式

化された手法に基づいて価格を判

定するということだったかと思い

ます。

今日，不動産にかかわる経済活

動は，昭和中期以降の行政主導か

ら，今では民間主導といいますか，

民間の経済活動に伴って，それに

不動産が関わってくる。その経済

活動に伴う不動産の価値把握，価

値判断というニーズがどんどんと

強まってきたのではないかと思い

ます。「公共的な業務から民間経

済活動の一部としての業務へ」と

いう流れがあるかと思います。

不動産ビジネスに関していえば，

今までは不動産を所有していた人

たちが不動産を売る，あるいは不

動産を買うといったときに，いく

らが適正なのかということを知る

ために鑑定評価という手法を使っ

て価値把握をすることが中心だっ

たかと思いますが，今日では単純

に実体不動産を売買するというだ

けではなくて，どう有効利用した

ら経済的な価値を最大限化するこ

とができるのかとか，あるいは不

動産にかかる金融商品の開発，つ

まり不動産の証券化であるとか，

不動産の投資ファンドの組成とか，

不動産絡みのファイナンスの性格

を持ったビジネスモデルが発達し
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てきた中での不動産の価値把握に

対するニーズが特に強まってきて

いるように思われます。

その中で従来の決まった評価手

法に基づく，ある一時点の正常価

格というものだけを求めていたの

では，多様化するニーズに対して，

応えきれていないということもあ

り，「隣接・周辺業務」というも

のにスポットライトが当たってき

たという背景があるのだろうと思

います。

従来からも，不動産に関しては

「一物三価」と言われ，一つの不

動産に対して一つの価格だけがあ

るということではなかったのです

が，ますます社会の経済活動が多

様化するに当たって，様々な価格

というものが一つの不動産に対し

てあり得，その様々な価格を知り

たいというニーズがかなり強まっ

てきているのだろうと感じていま

す。そのニーズに対して従来の決

まったやり方，決まった価格の把

握の仕方だけでは，そのニーズを

満たすことが出来ないということ

で，従来の鑑定評価手法にとらわ

れない分析の方法であるとか，形

式的に決まった鑑定評価書以外の

様々なコンサルティングを含んだ

内容のレポートをお客様から求め

られるといったことが，実際の日

常業務の中でも増えてきたのでは

ないかと思います。

その中で，今回の法改正に伴い，

「隣接・周辺業務」という言葉が

登場しました。この「隣接・周辺

業務」は，今までも我々の日常業

務の中でやっていたことではある

のでしょうが，改めてもう一回考

え直して整理してみようというこ

とで，我 （々社）東京都不動産鑑定

士協会の業務推進委員会の中で，

隣接・周辺業務拡充小委員会を設

けて２年近く議論してきたという

わけです。

また後ほど各項目について，皆

さんと意見交換，お話をさせてい

ただこうと思います。

○吉村 ありがとうございました。

業務推進委員会で検討するに当た

りまして，不動産鑑定士でありな

がら，鑑定評価に限らずなるべく

様々な業務に携わっている方に，

小委員会のメンバーとしてお集ま

りいただきました。そして，実際

にどういう社会的必要性や世の中

のニーズがあるのかをまず正確に

捉えて，それに対してどう応えて

いくべきであるのかという点を重

要視しました。すなわち，外部環

境についての現状認識と今後の見

通しについて，どのように考えて

いくかということがまずは大事な

ことだと思います。

これらの外部環境を踏まえて，

小委員会での検討におきまして，

「隣接・周辺業務」をカテゴライ

ズしつつ，現状分析した内容につ

いて，畑中さんに概要をお話しい

ただきたいと思います。

〈隣接・周辺業務例一覧の位置づ

け〉

○畑中 「隣接・周辺業務」と申

しましても，基盤となるものとい

いますか，中心になるものは鑑定

評価による不動産の経済価値の把

握というものがまずあって，それ

をベースにしながら，それを加工

したり，応用したり，お客様の

ニーズに沿うような形で仕上げて

いくということが「隣接・周辺業

務」なんだろうと考えております。

お手元にお配りしている一覧表

（別掲）に関しましては，各項目

ごとに１１のカテゴリーに分類され

ていますが，その内容は，従来の

鑑定評価書を作成する中でのプロ

セスとして，ある過程を取り出し

て，それを一つのカテゴリーとし

て独立させたものであったり，あ

るいは鑑定評価書を中心として，

それにプラス αの調査等を加え
て，総合した応用業務として取り

組まれているものもあろうかと思

います。

従来の鑑定評価のプロセスの一

部を取り出した「隣接・周辺業

務」としては，例えば，鑑定評価

書作成の中でもやっておりました

物件調査，即ち，権利の調査や，

実際の物的な確認を行うことを目

的に，それだけを一つの成果物と

してまとめる業務もありますでし

ょうし，最近多いものとして，不

動産のファイナンスに関して既に

ほかの鑑定士が作成した鑑定評価

書の妥当性をチェックして欲しい

とか，それをベースに価格を見直

して欲しいといった既存評価書の

レビューをするニーズがあります。

また，ある時点での正常価格とい

□畑中 更一（はたなか・こういち）
（株）ハリファックス・アソシエイツ イ
ンベストメント部シニアプロジェクトコン
サルタント。不動産鑑定士。
1966年生まれ，三重県出身。1989年大
阪大学工学部環境工学科卒業。同年安田信
託銀行（現みずほ信託銀行）入社，開発事
業部，分譲営業部，不動産営業部，不動産
鑑定部にて，再開発，信託，分譲，仲介，
鑑定業務に従事。2002年に現職へ。同年
より（社）東京都不動産鑑定士協会・業務推
進委員を務める。

鑑定セミナー・「隣接・周辺業務」の現状と今後
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う位置づけであった鑑定評価書の

価格以外に，仮定の条件，特別な

条件下での値段が知りたいである

とか，あるいは一点の価格ではな

くて，実際のマーケットの中では

いくらからいくらぐらいまでが妥

当な範囲だろうという範囲の表示

をしてほしいとか，短期間で価格

を把握したいが費用もあまりかけ

られないので，いわゆる簡易評価

で，短期間で安く数多くの物件を

まとめて評価してほしいといった

ニーズもかなり増えてきていると

思います。

それから，またこれも既存の鑑

定評価の作業の一つである，いわ

ゆるマーケット調査と言われるも

のですけれども，価格だけではな

くて，実際の不動産市場の中では

今どういったトレンドなんだろう

か，売手，買手というのはどうい

った動きをしているのだろうか，

どういったニーズがあるのだろう

か，あるいは日本の各地域間ごと

にどういった特徴がある，傾向が

あるかといった市場分析を求めら

れるケースというのも増えてきて

います。

また，売買に当たって宅建業者

が売買仲介業務の一環として価格

意見を述べることがありますが，

鑑定士に対しても合理的である価

格，あるいは実現可能な価格とし

ての意見を求められるといったこ

とも増えてきているかと思われま

す。

○吉村 今お話しいただいたあた

りまでが今までの鑑定評価でのプ

ロセスであったり，あるいはそれ

を応用した評価コンサルティング

というか，鑑定評価書の形にとら

われない評価をベースとした「隣

接・周辺業務」であるわけですね。

○畑中 従来やっていた鑑定評価

業務のプロセスの一部にスポット

ライトを当てて，それをより広く

詳しくしたといった業務であろう

かと思います。それが基本的な

「隣接・周辺業務」だとすれば，

応用編としては，価格は当然把握

するのですが，それだけではなく

て，例えば，まちづくり，再開発

の計画に関して，価格に関する意

見だけでなく，事業計画に対する

総合的なアドバイス，つまりその

事業収支が正しいのか正しくない

のかといった計画の分析，判断で

すね。もっと積極的なケースは，

その事業計画に対する戦略の提案

を求められたりといった，再開発

に伴うコンサルティングという業

務もありましょう。

これまでのイメージとしては，

行政を中心としたまちづくりの中

で鑑定士が果たす，比較的公共性

の高い立場での業務になろうかと

思いますが，最近では，民間の経

済活動の中で，特に不動産に対す

る投資ということで，証券化，フ

ァンドビジネス等が活発ですので，

こういった投資ビジネスの中の不

動産にかかわる部分で，投資計画

に対する分析であったり，判断で

あったり，予測等に対する不動産

の専門家としてのアドバイス，意

見を求められるということが増え

てきていると思われます。

これらは価格評価プラス αの
発展的な業務であろうかと思われ

ますが，こういった業務に関して

は，鑑定士が一人だけで行うとい

うことではなく，関連業務の専門

家として，建設会社であったり，

宅建業者，金融機関，あるいは会

計士であったり，鑑定士以外の専

門家の方々と協働しながら取り組

むという応用的な業務と言えると

思います。

また，従来，現在時点の正常価

格というのが不動産の鑑定評価に

よる価格ということですが，特に

投資ビジネスに関連して，将来予

測を求められるケースというのが

増えています。鑑定評価の従来の

考え方では，極力不確実な将来時

点での価格評価は行わないという

消極的な取り組みといいますか，

やってはいけないような位置づけ

であったわけですが，実際のニー

ズとしては，投資に重要なことは

将来時点の見極めですから，むし

ろ５年後，１０年後どうなるのかを

知りたいというニーズが非常に強

くなってきています。

それに対して，「鑑定士なので，

将来時点の価格は言えません」と

いった返答では，なかなか実際の

社会のニーズを満たすことはでき

ませんので，これは「隣接・周辺

業務」であるコンサルティング業

務の中で，これから不動産鑑定士

が中心となって取り組んでいくべ

き業務ではないかと思います。

また一方では，先ほど申しまし

たように多数の物件を安い費用で

短期間に大体の価値把握をしたい

というニーズがあるのも事実であ

りまして，これについては，正式

な鑑定手法によらず，それを簡略

した形で，専門家でなくても，あ

る程度の価値把握ができるように，

「求め方についてのアドバイスを

受けたい」というニーズも増えて

きているかと思います。企業が持

っている資産の価値把握について，

例えば管財部門の担当者が，自社

が所有している全国の不動産の価

値を，売るわけではないけれども

財務諸表上評価しなければならな

いということで，短期間に，安く

大量に評価したいというニーズが

あるのも事実です。

これは従来の鑑定評価という枠

組みの中では対応しづらいという

か，その期待に応えることが難し

いカテゴリーだったと思いますが，

これについても，鑑定評価の枠組

みを超えて，「隣接・周辺業務」
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という捉え方をするのであれば，

鑑定士が積極的にアドバイスをし

たり，そのプロセスを教示したり，

あるいは最近はパソコンでシステ

ム管理をするといったこともあり

ましょうから，そのシステムの構

築に当たってソフトの専門家であ

るシステムエンジニアと協働して

評価システムの作成を支援すると

いった新しい形態の業務も考えら

れるのではないでしょうか。これ

らの業務はこれまでも行われてき

ているでしょうし，これからも出

てくるであろうと思っておりまし

て，それらをお手元の一覧表にま

とめております。

○吉村 一覧表のカテゴリーにあ

るバリューマネージメントについ

てはいかがですか。

○畑中 決まった条件での一つの

価格ではなくて，予測も入った前

提条件ごとの価格，有効利用の検

討の中でも出てきますが，いろい

ろな条件の下では，同じ不動産で

あっても，その価格はどのように

変動していくか，“こう考えれば

こういった値段が考えられる”，

“こういう利用をすれば価値が上

がる”とか，あるいは“処分がし

やすくなる”といった，想定条件

のもと，各オプションごとの価格

の変動がどうなるかなど。要因の

変動と，それに伴う結果，相関関

係を分析するといいますか，一点

の価格だけが知りたいというので

はなくて，その変動の幅が知りた

いとか，トレンドを知りたいとい

ったニーズもあります。それに対

してオプションごとの価格を把握

して，あるいは予測をして，レ

ポートするといったバリューマ

ネージメント業務も，最近のニー

ズの高い業務であろうかと思われ

ます。

○吉村 ありがとうございました。

いずれの業務も小委員会に参加い

ただいております先生方が日ごろ

実務において経験されている業務

である場合が多く，それらについ

て互いに意見交換しながらまとめ

たものです。

それでは，一覧表に挙げてある

ような業務につきまして，これま

での経験を踏まえながら岩城さん

にお話しいただけないでしょうか。

〈具体事例，岩城さんの場合〉

○岩城 私が鑑定業界に身を置く

ようになってもうすぐ２０年になり

ます。不動産研究所へは１６年前に

入所致しまして，当初，コンサル

タント部に在籍しましたので，も

う既にその当時から，周辺業務を

行っておりました。ですから，周

辺業務から鑑定に入ったというの

が私の経歴です。

その当時，コンサルタント部で

やっておりましたのは，再開発に

かかるコンサルティングや評価で

すとか，マーケット調査ですね，

それから評価システムの構築コン

サルティングといった業務にも取

り組んでおりました。それ以降，

私の担当する業務も組織も徐々に

変わってきておりますが，ここ数

年で鑑定評価を取り巻く環境が大

きく変わったなと思います。その

きっかけは，平成１４年７月の鑑定

評価基準の改正であり，これに伴

って，鑑定評価で表示する価格の

枠組みというか，その限界が明確

に示されたことです。これによっ

て鑑定評価と周辺業務というもの

の線引きがはっきりと示されたの

ではないかと考えています。

例えば，鑑定評価の条件ですが，

対象確定条件，付加条件という形

で何を評価対象不動産として評価

するのか，鑑定評価書に記載され

る正常価格の限界というのは一体

どこなのかなどがより明確に表示

されるようになったと思います。

その他にも評価対象として確定さ

れた不動産はどういったマーケッ

トの中で価格が成立しているのか。

マーケットの特性や，売主，買主

のイメージを鑑定評価書の中で表

示するので，その顔が見えるとい

うか，鑑定評価のプロセスにおい

て誰が売って，どんな人が買うの

かということまでも明確に意識す

るようになってきたと思います。

こうした背景を受けまして，私

の所属する組織も私自身が実際担

当する業務も変わってきましたが，

変化のポイントがいくつかあると

思います。まず一つは，鑑定評価

そのものの業務が非常に高度化，

□吉村 真行（よしむら・まさゆき）
（株）吉村総合計画鑑定代表取締役社長兼
CEO。不動産鑑定士・一級建築士・再開
発プランナー。
1988年東京大学工学部建築学科卒業。
90年東京大学大学院工学系研究科建築学
専攻修士課程修了。安田信託銀行（現みず
ほ信託銀行）開発事業部・不動産企画部・
不動産鑑定部等にて再開発・信託・コンサ
ル・鑑定業務等に従事した後，99年吉村
総合計画鑑定を創業。現在，（社）東京都不
動産鑑定士協会理事・業務推進委員長，
（社）日本不動産鑑定協会業務推進副委員長
・司法制度改革特別委員会委員・不動産鑑
定士調停センター運営委員会委員，有楽町
駅前第１地区・金町6丁目地区・大橋地区
等の市街地再開発事業審査委員ほか複数の
企業の顧問・アドバイザーを務める。
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専門化したことです。これによっ

て，当研究所内でも評価対象不動

産の用途別，たとえばホテルであ

るとか，ゴルフ場であるとか，そ

の他にも病院ですとか，工場です

とかによって，あるいは類型別，

所有権価格以外にたとえば借地権，

借家権，あるいは地代，区分地上

権，空中権等について専門化，細

分化されて，それに特化した鑑定

士が自然にでき上がってくる。そ

ういった人のところに業務や情報

が集中し，蓄積された情報がまた

組織の中に還元される，といった

形で変化してきております。

こうした変化は，各専門別の時

系列データの蓄積を可能にします

ので，そのような情報を求める顧

客ニーズともマッチして，それな

りの業務上の効果は上がっている

と思います。

次に，私は西東京支所という鑑

定評価の現場にいるわですが，そ

こでは，評価を通じてお客様と直

接お目にかかって，まず相談業務

に始まって，業務の受け付けをす

るという機会もたびたびあります。

その受付段階で，業務が鑑定評価

になるのか，調査報告になるのか，

コンサルティングという形でお受

けするのがいいのか，いずれの成

果物になるかを決定するプロセス

があります。これは打ち合わせの

中で決めていくのですが，そのプ

ロセスそのものが一種のコンサル

ティングということになると思い

ます。また，最終的に業務成果物

を作成して，納品・説明という一

連の流れの中でも，市場情報です

とか，その他の周辺情報などをお

知らせするという形で顧客ニーズ

にお答えしています。

ですから，単に鑑定評価を受注

・評価書作成・納品・終了という終

わり方ではなくて，受け付けから

納品・説明に至る一連の流れの中

での情報提供だとか，アドバイス

というコンサルティングの占める

位置づけが近年特に重要視される

ようになってきていると思います。

従って，私の仕事の中では，鑑

定評価という行為は今も業務の中

心にありますけれども，情報提供

という一連の提供サービスの中核

という形で位置づけられるもので

はないかと思います。

○吉村 ありがとうございました。

今，お話にありましたように，ク

ライアントの求めていることを把

握していく過程の中で，鑑定評価

であったり，コンサルティングで

あったりという，必ずしも最初か

ら明確な区分けがされていない業

務について，整理しながら課題を

解いていくわけですよね。鑑定評

価やコンサルティングなどのクラ

イアントのニーズを正確に把握し

て業務を遂行するためには，不動

産に関する幅広い知識と経験と，

形にとらわれない姿勢が必要だと

思います。このようなスタンスで，

岩城さんは，鑑定評価とコンサル

の両方とも大事にしながら取り組

まれているんですね。また，お話

の中で，鑑定評価そのものが高度

化してきている昨今では，専門化

・特化した鑑定士が自然に出来上

がってくるということでしたが，

恐らく，自然にと言いながら，そ

ういう人たちはクライアントが求

めるニーズにその都度応えるため

に日々努力を重ねていると思いま

す。

今のお話の中から，不動産鑑定

士のあるべき一つの姿が垣間見れ

た感じがします。

続きまして，畑中さんにお話を

お聞きしたいと思います。

畑中さんの会社は，外資系不動

産会社で，売買，賃貸，仲介から

鑑定，管理，開発，コンサルに至

るまで総合的な不動産サービスを

提供されている会社ですよね。そ

ういった点では，岩城さんとは少

し違った取り組み姿勢だと思いま

すが，一覧表につきまして，今度

は自らの経験も踏まえながら，解

説していただければと思います。

〈具体事例，畑中さんの場合〉

○畑中 当社のお客様は，先ほど

申しましたように，外資系の企業

が多いということと，特徴として

は，不動産にかかわるすべての

サービスを同時に提供してもらい

たいというニーズが多いというこ

とです。

例えば，不動産を所有している

企業が，それを処分したいという

話があったときに，まずいくらで

売れるのかということを知りたい

わけです。そこでは，入口として

不動産の鑑定評価によって，その

経済価値を把握します。

次に，実際にそれを売却して現

金化するまでどういったプロセス

が要るのか，実際にどういった

マーケット活動が必要になるのか，

どれぐらいの時間で処分できるの

か，それにかかわる関連のコスト

はどういったもので，いくらぐら

いかかるか，そういったこともす
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べて含めてアドバイスを求められ

るというケースが多いのです。

ですから，入口段階で不動産の

価格を把握する時において，もう

既に最終的な処分時点をイメージ

しながら，つまり実際のマーケッ

トをイメージしながら，鑑定評価

を行っていきます。通常の依頼は

鑑定評価だけで終わるということ

は少ないので，最後の部分，売却

が完了することまでも踏まえて，

評価の作業をします。

鑑定評価というのは市場価値を

把握するということですから，当

然ながら，最終的にいくらで売れ

るのかという価格がイコール鑑定

評価額であるべきだろうと思いま

すが，実際には，鑑定評価のある

べき価格というものと，実際に処

分できる処分可能価格というもの

に，時として大きなギャップを生

じるといったケースがあります。

この場合，鑑定評価額というのは，

一体何なのかといったことも，議

論の対象になることもあろうと思

います。私はお客様に価格を出す

にあたっては，「一定期間に不動

産の処分が実際に可能である価

格」を念頭に置きながら評価をす

るということを，日常心がけてお

ります。

鑑定評価と売買仲介は利益相反

といった問題もありますのでその

辺は当然注意しながら，評価の依

頼から売却の業務まで引き受けて

いるという次第です。ですから，

これは当たり前の事ですけれども，

なおより一層，現在のマーケット

の状況が実際にどうなのかという

ことを特に注意しながら業務を行

っております。

日常の業務の中では，その基盤

として“経済価値の把握”はすべ

ての業務の中心といいますか，出

発点になりますから，そういう意

味では，鑑定評価自体の重要性と

いうのは，昔から現在に至るまで，

何もそれは弱まってきているわけ

ではなくて，今も変わらず重要な

部分ではあるのですが，それだけ

では，実際のニーズには応えきれ

ない部分があるということだろう

と思います。

その中で，不動産の価値を求め

るというのは鑑定士ならではのス

キルだと思います。そのスキルを

生かして，価値の評価をしつつ，

それ以外の業務といいますか，仲

介業務をやったり，開発業務をや

ったり，そういった経験を生かし

ながら，総合的なコンサルティン

グ業務を提供しているというのが

特徴だろうと思います。つまりそ

の値段を出す鑑定評価だけという

ニーズよりも，むしろトータルと

してすべてのコンサルティング業

務をやってほしいというニーズが

実際には強いということだろうと

思います。

○吉村 今，畑中さんが言われた

マーケットを大事にするという点

は，私も大変共感するところです。

私がコンサルティング業務を積極

的に取り組んでいる大きな理由の

一つとしては，実際のマーケット

を絶えず肌で感じていなければ確

信を持った鑑定評価をはじめとし

た質の高い不動産サービスの提供

ができないと考えているからです。

私の会社でのコンサルティング業

務で，プロジェクトを推進する際

に，事業計画や資金計画などを立

てますが，その前提として，不動

産賃貸マーケットや売買マーケッ

ト，建築工事費や調達金利の動向

などは，直接プロジェクトに影響

を及ぼす重要なファクターとなっ

てきます。マーケットは生き物で

すので，タイムラグなく把握する

のは非常に重要かと思います。

これは外から見ているだけでは，

なかなか掴めないことで，その現

場に飛び込まないと，実感できな

い部分だろうと思います。

ポイント，ポイントになるよう

な重要なファクターについては，

実践の現場から学んでいるという

経験から，コンサルティング業務

というのは，不動産鑑定士にとっ

て非常に重要な意味があると考え

ます。もちろん，そこには守秘義

務やコンプライアンスという問題

も伴いますが，実際のマーケット

を大事にしつつ，不動産という生

き物をいかに的確に捉え続けてい

けるかということが大事なところ

だと思います。

すると，一覧表に挙げてあるよ

うな，鑑定評価のプロセスの一部

に該当するような業務の場合，そ

のプロセスの一部を掘り下げて知

りたいというニーズに対して，ど

こまで掘り下げられるか，どこま

で明確な答えが出せるかというと

ころで，クライアントの満足度の

高い業務を行うことができるかど

うかの差が生じるのだと思います。

畑中さんのお話にあったように，

不動産鑑定士のスキルを生かして，

クライアントの求めている様々な

要求に応えていくというような仕

事は，非常におもしろいのではな

いかと思いました。

鑑定セミナー・「隣接・周辺業務」の現状と今後
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ところで，加藤さんは，岩城さ

んや畑中さんとは少し違った取り

組みスタンスで，むしろ「隣接・

周辺業務」というか，コンサル業

務をメインとしているのではない

かと思いますので，先ほどの一覧

表などについて，実例を交えなが

らお話しいただければと思います。

〈具体事例，加藤さんの場合〉

○加藤 おっしゃるとおり，かな

り毛色の違う，不動産鑑定士とし

ては異端に近いような位置づけか

もしれません。一番大きく違うの

は，恐らく，不動産に対する専門

性，エクスパティーズというもの

を，私個人は無論，業務の中核と

して持っていますが，勤務先であ

る PwCアドバイザリーという会

社自体は，決して不動産サービス

だけの会社ではない，ということ

ではないかと思います。もっと大

きな枠組み，総合的なコンサルテ

ィングサービスという中の，一つ

のパーツとして不動産サービスが

位置づけられている，まず，こう

いう特殊性があると思います。

実際の案件では，お客様とのや

りとりの中で一番最初の入口のと

ころで，まず，お客様のほうは不

動産が問題になっているのかどう

かわからない，というケースがほ

とんどです。

例えば，事業再生を例に挙げま

すと，よくわからないのだけれど

も，ちょっと状況がまずくなって

いる。何とかしたい，ということ

になるわけです。原因は何なのか。

不動産に絡んでいるのかもしれな

いし，そうでないのかもしれない，

とにかくわからないのだけれども，

まずくなっている。

そこで，我々がまず，何をやる

かというと，とにかく全部調べて

みる。調べてみないとわからない

わけですから。ただ，そこで，一

つ一つの事柄に関して，よほど細

かい検査をしていったら間に合わ

ない，ということが多いのです。

よく事業再生は救命救急医療にた

とえられます。救急車で運び込ま

れてきた患者さんに，何日も何日

もかかるような検査をやっていた

ら，その間に亡くなってしまいま

すので，そういうことはできない

わけです。限られた時間の中で，

限られた費用の中で，全体をチェ

ックして把握し，問題点が何なの

かを素早く見つけ出す，という作

業が求められます。

不動産の場合，このステージで

は何をやるかというと，先ほどの

一覧表の中では物件調査やデュー

デリ，あるいは評価書様式外，簡

易価格評価なんかも含まれてくる

と思いますけれども，これで手持

ちの物件を，まず，ざあっと見ま

しょう，と。その作業をしていく

中で，問題がありそうな物件はど

れでしょうか，あるいはきちんと

評価を細かくやらなければいけな

い物件はどれでしょうか，こうい

ったものの目星をつけていく，と

いう作業が並行して一つ出てきま

す。

それを調べた結果として，お客

様である企業さんが抱えている問

題全体との関係の中で，それは重

要度でいったらどれくらいなのか，

緊急度でいったらどれくらいなの

かという位置づけをしていくわけ

です。全体として解決すべき問題

というのは，こういう状況になっ

ていますね，というのを，不動産

も含めて全体の中で見通していき，

その中で不動産はこうだ，と。そ

して，その解決方法というのは，

何なのだろうと考えて，今度はそ

れを実行していきましょう，とい

うことで実行支援をやる。仕事の

流れというか，拡がり方としては，

こんな形が一つ，考えられるかと

思います。

ケースによっては，不動産に関

する問題が全体の中で重要な位置

づけになることもありますし，そ

うでなくサブ的な位置づけになる

こともあります。ですので，必ず

しもすべてに関して詳細なものが

要求されるわけではなくて，その

重要度とか緊急度，こういったも

のの判断というのが第一段階で必

要になる，そういう業務の流れに

なることが多い，ということです。

これは売却等のアドバイザリー

のような業務でも，往々にしてそ

れに近いことがありまして，お持

ちの不動産ポートフォリオの中で

どれを残すのか，どれを売却して

いくのか，売り方はどうするのか，

あるいは残すにしても現状のまま

で大丈夫なのか，何らかのバリ

ューアップの施策を取らなければ

いけないのか，取るとしたら，ど

んなものなのか，こういったこと

のアドバイスというのも一つ重要

なアドバイザリー業務，コンサル

業務になってきます。

こういう業務ですので，あくま

で評価，あるいはもっと大きな括

りで，不動産に対するサービスと

いうものそれ自体が，プロジェク
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トの中での一つのパーツである，

という形で仕事をしております。

ですので，これは後ほどまた出て

くるかもしれませんが，私自身，

不動産に関する専門性ということ

を先ほど申し上げましたけれども，

それだけでは対処し切れない，と

いうケースのほうがむしろ多いと

思います。不動産以外の分野の専

門家の方といろいろな形で協力を

しながら，手さぐりででもとにか

く解決策を見つけ出して実行して

いく，そういう仕事の仕方が今の

私の日常といいますか，そのよう

な業務の進め方になっております。

○吉村 ありがとうございました。

最初から内容が明確な業務に対し

て取り組んでいくというよりも，

未知の領域が含まれていて，どう

いう問題点があるのかすらわから

ないテーマを，紐解いていく。そ

のためには不動産の専門家である

ことも必要ですし，また，そのほ

かの視点をもって取り組んでいか

ないと気づかないことが多いかと

思います。大変領域の広いテーマ

に対してサービスを提供していく

際に，似ているけれども，同じ

ケースが恐らく二度とないような

業務を繰り返されているのだなと

お話を興味深く伺いました。

それでは，この一覧表にも少し

載せております「隣接・周辺業

務」を取り巻くクライアントであ

るとか，ビジネスパートナーであ

るとか，あるいは関連したスキル

などについて話を進めたいと思い

ます。

カテゴリーによって，随分その

構成が異なってくると思いますが，

まずは，鑑定評価のプロセス的な

もの，あるいは鑑定評価をベース

にしながら，それを応用したカテ

ゴリーの業務について考えていき

たいと思います。

このあたりについては，畑中さ

んはいかがお考えでしょうか。

〈業務を取り巻くクライアントや

ビジネスパートナーについて１〉

○畑中 従来の鑑定評価業務のプ

ロセスをクローズアップした業務

として，最近多いのは，いわゆる

デューデリジェンスと言われる物

件調査で，不動産価値の把握とい

う部分を鑑定士が担当するわけで

すが，業務全体のコンプライアン

スを鑑定士にも強く求められてき

ている時世だと思います。

その業務でよく目にするのが，

建物に関するER（エンジニアリ

ング・レポート）であったり，土

壌汚染に関する環境調査報告書で

あり，そういったものを参考資料

にしながら，価値評価をすること

が非常に増えてきています。

鑑定評価の依頼というのは，い

わゆる投資家サイドであったり，

ファイナンスをする金融機関，レ

ンダーの方々であったりすること

がかなり増えてきております。そ

の中では，資料セットの一つとし

て，建物に関するERであるとか，

土壌汚染に関する環境調査報告書

が非常に重要視されています。そ

れらを踏まえた上で価値評価しな

ければなりません。あるケースで

は，依頼者の方があまりその辺の

ことに詳しくないので，調査会社

を逆に紹介してほしい，アレンジ

をしてほしいとか，見積りとか発

注も任せるので一切取り仕切って

ほしいというニーズも多くて，価

格の評価はこちらでやるとして，

それ以外の部分については，従前

から仕事をしたことがある環境調

査会社を紹介したり，あるいは建

物のERを作成する会社を紹介し

て，彼らと一緒に一つのレポート

をつくっていくといった業務もあ

ります。

また，鑑定評価以外の価格評価

に関しても，必要なスキルとして，

私自身も宅建免許を持っていまし

て，売買の仲介経験というのを鑑

定評価業務と同じぐらい持ってい

るわけですが，実際のマーケット

の価格を出すという意味では，仲

介業者の感覚を鑑定士も当然持っ

ているべきであると思います。仲

介業務の中から，鑑定の業務に生

かせる，応用がきくようなスキル

もありますので，私は鑑定士にと

って仲介業務といいますか，売買

業務の実務経験とか，実務の感覚

というのも，とても必要とされる

スキルではないかと思います。こ

れから鑑定士の資格を目指されて

いる方はぜひ宅建業務も併せて勉

強されていったらいいのではない

かと思います。

○加藤 宅建業は，確かにいろい

ろかかわり方があると思います。

以前の経験で申し上げますと，こ

れも事業再生の一環ということに

なりますが，本社を売却しますと，

そのときいくらで売れそうですと。

ここまではいいのですが，では，

本社を売ったらどこへ行くの？と

いう話が必ずその後についてくる

わけです。そうすると，今ある本

社の機能を損なわないように，今
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あるお客さんも失わないように移

転するにはどんな立地を選べば良

いのか。どこに，どんなオフィス

があって，そこに引っ越すために

はどれぐらいのコストがかかって，

そこでもう一度本社として立ち上

げ直す，稼働させるまでのタイム

ラグがどれぐらいかかって，そこ

の手続をスムーズにやるにはどう

組めばいいのか，と。また，そう

したスケジュールを逆算するとい

つまでに売らなければならないの

か，というような，本社移転プロ

ジェクトのプロセスを一括して管

理していく必要が出てくる，など

というケースもあるわけです。こ

れはまさに宅建のノウハウと，も

っと言うとオフィス構築といった

ような部分も含まれて，かなり複

合的な業務になると思います。実

際のマーケットの動きに対して，

単に売れますよ，だけではなくて，

実際に売却に取り組む。その後に

はどうするといった，そういう部

分も含めていろいろな形でのかか

わり方があると思います。

○吉村 カテゴリーに例示してあ

ります売却等のアドバイザリーと

か，あるいは購入・投資のアドバ

イザリーなどは，単純な助言的な

業務というよりは，実動して結果

を出すという性格の業務だと思う

んです。そうすると，自らもこれ

らの業務について幅広く知ってい

なければならないと思いますが，

協働するパートナーなども重要に

なってきます。売却等のアドバイ

ザリーや，カテゴリーの下のほう

に挙げてあります投資関係にまつ

わるビジネスパートナーだとか，

あるいはクライアント関係者など

につきまして，加藤さんから再び

お話をしていただければと思いま

す。

〈クライアントやビジネスパート

ナーについて２〉

○加藤 まず，不動産に直接かか

わる業種の方々，環境調査会社で

すとか，建築士さん，あるいは土

地家屋調査士さんですとか，司法

書士さんとか，そういったような

方々は，無論のこと，密接なかか

わりがあるわけですけれども，投

資関係，あるいは売却関係という

ことになると，ファイナンス関係

の方が必ず登場されます。

購入者の側に立てば，ファイナ

ンス，お金を借りてきて買われる，

というケースがほとんどですので，

当たり前といえば当たり前なので

すが。融資を検討します，と言っ

たときに，その前提になる不動産

の条件はどうですか，というお話

はかなり細かいところまでやりま

すよね。環境面で問題はないです

か，テナントに変なところはない

でしょうね，とか。そうでないと

お金出せませんよ，条件悪くなり

ますよ，とか，そういった，単な

るファイナンスの理論とかテクニ

カルなお話だけではなくて，現実

に融資という形でお金が出せる，

出せない，そういうお話をしてい

く中で，ファイナンスの方とはか

なり密接な関係を持つことになり

ます。

それから税務関係，当然，税金

も非常に重要なポイントになって

きますので，会計士さんを含め，

税理士さん，会計税務の方々との

関係というのも非常に大きくなり

ます。

それと案外見落としがちなのが，

弁護士さんですね。法律の専門家

というのは，実は結構重要な位置

づけになられると思っています。

これは契約書の文言のチェックと

いうところもありますし，それか

ら複数の物件をいっぺんに買うよ

うな，あるいはM&Aの中で不

動産が出てくるような場合などで

すと，大体，法務デューデリと言

われる，法律家の目からのデュー

デリをやることが多いのですが，

これによって，この物件にはこう

いう法律的な観点から見た上での

リスクがある，という確認をしま

す。弁護士さんによって，法律上

のリスクが全部洗い出されていく

と，それを価格若しくは価値に反

映させた場合にいくらぐらいの影

響になるか，というところを試算

するのが，今度は鑑定士の役割に

なってくるわけです。

例えば，会社の売買の場合で言

えば，今仕掛り中の再開発の案件

にこれだけ投資しています，成功

すると，こういうものができ上が

ります，やめる場合には，こうい

う制限が契約上，あるいは法律的
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にはかかってきて，こういう問題

が発生します，と。では，この事

業を買収した後で続けるとすると，

いくらの追加投資が今後必要で，

でき上がり物件の市場価値はどれ

ぐらい見込めて，逆に，やめると

判断した場合にはいくらのインパ

クトがあって，そうすると，最悪

のケースがどれぐらい，ベストな

ケースはどれぐらいで，それぞれ

どれぐらい可能性があるのだろう

か，こういうような分析というの

を鑑定士サイドでやっていく，と

いう協働するケースも出てきたり

します。ですので，案外弁護士さ

んというのは，密接なパートナー

になっていると私は感じています。

○吉村 ありがとうございました。

続きまして，岩城さんは，証券化

案件などで，数多くの関係者とか

かわっていると思いますが，クラ

イアントとか，ビジネスパート

ナーについて，どのようなイメー

ジを持たれているのかお話しいた

だければと思うのですが。

○岩城 私自身は証券化案件はあ

まりやっていないのですが，私に

わかる範囲でお答えいたします。

まずビジネスパートナーとして考

えられる職種は，今，加藤さんが

おっしゃったところで大体すべて

挙げられていると思いますが，私

どものように，鑑定評価に軸足を

置いた評価機関の内部で，一番不

足している情報というのは，やは

りマーケット情報なのです。取引

の現実の市場が多岐にわたり，実

態がどうなっているのかというこ

とが，昨今は特に，外から把握す

ることが非常に難しいし，紙ベー

スの情報に関してはどうしてもタ

イムラグがあって役に立たない場

合もある。そしてそれが致命的な

問題になったりもする。そうする

と，最も信頼できるのは人的情報

なのです。直接不動産の仲介をや

っていたり，賃貸の仲介をやって

いたりというところの信頼性の高

い情報を入手するために，ヒアリ

ングという形で継続的に，多方面

にわたって情報を収集することの

重要性が非常に増大しております。

そういう意味で，こういった周

辺業種の方々とは，一昔前とは比

べものにならないほど緊密なお付

き合いをさせていただいておりま

す。そして，それが証券化物件の

評価とか，そういった非常に生々

しいマーケット情報を要求される

評価業務にもつながっていると言

えると思います。

また，不動産市場に関する豊富

な情報を保有する不動産業者等が，

市場分析レポートの作成を依頼さ

れた場合に，報告書の内容が，た

だ単に取引価格のデータが表示さ

れているだけだと，受け取る側と

しては，それが今求めようとして

いる不動産の価格にどう結びつく

のか，今自社が行おうとしている

事業に係る判断にどう結びつくの

かということと直接つながらない。

そういうことでは非常に不満が残

る。そんな場合に不動産鑑定士が

そういった会社と協働することに

よって，不動産鑑定士による価格

に関する判断が加わったマーケッ

トレポートという形で有用な報告

書が提供されるということはあり

ます。これは非常にいい形での協

業ということになると思います。

○吉村 ありがとうございます。

岩城さんや畑中さんが共通して言

われましたように，マーケットを

どれだけ正確に把握するか，その

ためにどのように協業していくか

は大変重要なことだと思います。

それから，このカテゴリーにあ

ります再開発等のコンサルティン

グでは，様々なプレイヤーが関与

していると思いますが，従来から

再開発とのかかわりの深い岩城さ

んに，この辺の協働業種等につい

てお話しいただければと思うので

すが。

〈再開発に関してのビジネスパー

トナー〉

○岩城 再開発とか大規模な共同

ビル事業に関しては，あらゆる専

門職種の方が登場しますが，業務

の中心となるのは，総合コンサル

といわれる会社で，事業の全体計

画を立案し，コーディネーターと

して事業を推進する組織です。そ

のための専門会社もありますし，

そういう立場で活躍している不動

産鑑定士もいます。大手の設計事

務所がこれに当たることもありま

す。あるいは大手不動産会社の都

市開発部門がこの役割を担うこと
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もあります。そういったところが

中心となって，鑑定士，公認会計

士あるいは税理士，弁護士等がそ

れぞれの専門分野で中心となって

情報提供をして事業を推進してい

くことになります。そしてさらに，

ゼネコンの営業や技術担当者が建

築工事の内容や資金面での情報提

供という形でかかわってきます。

また，事業に係る施設建築物の

建築に際しては営業補償や移転補

償といった各種補償に関する調査

の専門会社だとか，さらに事業の

実行段階になると，土地家屋調査

士や測量士といった職種の人が入

ってくるわけですからあらゆる関

連業種が一堂に会するという形に

なるわけです。

その中で鑑定士としての役割は，

不動産の評価ということが中心に

なるわけですが，ただ単に評価す

るだけではなくて，事業の方向性

ですとか，事業計画や建築計画の

内容に関する意見や提案を求めら

れることもあります。そんなとき

には，建築士としての立場からの

不動産の見方の方がより的確であ

る場合も多々ございますので，建

築士という資格はこのような業務

に際しては非常に役に立っている

ということはあります。

〈業務の難易度，報酬などについ

て〉

○吉村 話を進めまして，「隣接

・周辺業務」の難易度とか，報酬

などについては，どのように捉え

ていらっしゃるでしょうか。

○岩城 私どもの組織では，評価

系の業務で，鑑定評価額か，ある

いは調査価額という形で価額が出

るものに関しては，原則，その評

価額に対応する報酬をベースとし

て，その報酬額がマンパワーにリ

ンクした計算結果とおおむね一致

していれば，評価報酬をベースに

するというスタンスでおります。

しかし，鑑定評価額等と全く関

連のない市場調査だとか評価シス

テムの構築といったような業務に

関しては，マンパワーベースでや

らざるを得ないですね。なかなか

支払う側との関係で請求額どおり

に契約という形に至らない場合が

あるのですが，その場合には，最

低限の報酬額を下回る場合に依頼

を謝絶するということもあります。

そうでないと，コンサルティング

等の周辺業務は業務報酬を請求す

る場合のよりどころを失うという

ことになってしまいますので，や

むを得ずそういう形をとらせてい

ただいております。

○吉村 畑中さんはいかがお考え

ですか。

○畑中 一般的な話としては，今

手元にある一覧表とか，業務例の

位置づけのチャートの図で見ます

と，難易度が高くになるにつれて，

基本的に報酬も高くなります。チ

ャートで言うと，右上方に向かっ

て業務としての難易度も上がりま

すが，期待できる報酬も高くなる

であろうと思われます。実際の業

務の中で報酬を決めるやり方とい

うのは，一つは，さきほど岩城さ

んがお話しされたように，価格を

出すということが中心となるコン

サルティング業務においては，基

本的に鑑定報酬をベースにして，

それにプラスされる作業項目があ

れば，例えば，１割アップ，２割

アップという割り増し料金を上乗

せするという考え方があります。

一方，価格中心ではなくて，総合

的なリサーチだとか，コンサル業

務を依頼されたときには，まず最

初にそのレポートを作成するに当

たって必要となる調査項目を実際

に挙げてプロポーザルをつくりま

す。どういった作業項目があって，

それにはどれぐらい時間がかかる

かというのを出して，その必要時

間に対して，いわゆる人件費，

“一人あたり１時間でいくらです”

というのを積み上げて，報酬額の

見積りを出すということがありま

す。ですから，主に２つの方法に

よって最終的な業務報酬を決める

ということが多いです。

基本的には，鑑定業務を含めた

総合的なコンサル業務というのは，

鑑定業務プラス αの仕事をする
ということで，鑑定報酬以上は頂

戴できることが実際は多い。そこ

に会社の独自性といいますか，付

加価値といいますか，その総合的

な業務で評価をしていただいて，

それだったら，その報酬を払って

も合理的であると納得いただける

ケースもあります。そういう意味

では，鑑定評価だけではなくて，

「隣接・周辺業務」ということで

も十分にビジネスとして報酬が頂

戴できると思っておりますし，実

際にそういったケースが多いです。

○吉村 加藤さんの会社は，こう

いった報酬の設定については，明

確な方針があると思いますが，い

かがですか。

○加藤 明確なというか，コンサ

ルティングがまさしく業務の中心

ですので，人，日のお話になるの

が原則です。先ほど畑中さんにお

話しいただいたように，大体作業

項目としてこれぐらいあって，そ

れにどれぐらいかかって，何人×

何時間でいくら，という形でご提

示をして，どうですか，という形

が大原則ですが，場合によっては，

成功報酬のような形を併せてお話

をさせていただくケースもありま

す。組み合わせですね。ベースの

部分で作業をさせていただいたも

のに対して人，日，フルにという

よりも若干下のところでいただく

ので，ディールが成立した場合，
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あるいはこちらのご提案した内容

がうまく機能した場合には，それ

に成功報酬としてどれだけという

形でのせていただくことでご契約

いただいているケースもあります。

いわゆる「トランザクション」

ですね，売却や購入のような，業

務の結論として具体的な金額がは

っきりと動くもの，それによって

成功の判断ができるような案件に

関しては，成功報酬を組み合わせ

ていただくことが多くなってきて

いるかな，と思います。そうしま

せんと，特に投資などですと，ほ

とんどビッドになってきています

ので，高い費用をかけて努力した

けれども，負けてしまったという

こともあるわけですから。我々の

報酬というのは，お客様から見れ

ばコストの一部ですよね。コスト

ばっかりがやたらにかかるという

のは勘弁してくれというのは結構

お聞きしますので，その辺は状況

に合わせてご相談をさせていただ

いております。

ただ１００％成功報酬でやられて

しまいますと，こちらも非常に厳

しいものがありますので，そこは

組み合わせ方というところですね。

○吉村 私どもは，コンサルティ

ングのメニューによってですが，

ある程度スポット的な業務で，所

要時間もある程度決まっていたり，

作業量も見えている業務に関して

は，マンパワー的な計算で報酬設

定しますが，開発のプロジェクト

ものなどに関しては，長期継続し

て事業にかかわり，最終的には良

い結果を出さなければいけない性

格の業務でありますので，その結

果を見据えて成功報酬的な部分を

組み合わせて報酬設定いたします。

実際に，日々稼働していきますの

で，プロジェクトの期間に応じて，

報酬を割り振らせていただきます。

プロジェクトの成否は，経済性

であったり，その他の価値基準で

あったりしますが，最終的には，

クライアントの満足度がどれだけ

得られるかというところから，報

酬がバランスするように心掛けて

います。

こういった業務は，仲介手数料

や鑑定報酬とは違って，報酬につ

いては一律に表現し難い世界です。

しかしながら，クライアントから

すれば，良い結果が出たら，その

貢献度に応じたフィーはこれだけ

発生しますねという分かりやすい

捉え方，そのフィーがそれなりに

かかるということは成功度合いも

高いし，難易度も高いことの裏返

しだと思いますので，バランスが

取れるケースが多いと思っていま

す。

まだまだ，その辺が，明確な考

え方があってないような世界です

ので，今後，「隣接・周辺業務」

をある程度認知していただく中で，

報酬のイメージも，よりわかりや

すいものにしていかなければなら

ないと思います。

Ⅳ．隣接・周辺業務の課題

それでは，次に，「隣接・周辺

業務」の課題のほうに話を進めた

いと思います。

それぞれ違った取り組みスタン

スから「隣接・周辺業務」の現状

分析をすることによって，具体的

な課題も浮かび上がってくるもの

だと思います。独占的業務である

鑑定評価とは違って，様々なプレ

イヤーが取り組んでいる「隣接・

周辺業務」は極めて多岐に亘った

業務であることを実感しておりま

す。それゆえに取り組むべき課題

も多くあると思います。課題とそ

の解決方向などにつきましてはい

かがお考えでしょか。

岩城さん，どうでしょうか。

〈コミュニケーションを取る共通

言語〉

○岩城 鑑定評価を取り巻く環境

が高度化，複雑化したということ

で，周辺の関連業種との連携とい

うのは必ず生じてくることですね。

その場合一番大事なのは，その関

連業種との共通の言語ですとか，

共通の認識の問題だと思います。

ある目的に向かって共同で仕事を

していこうとするときに，共通の

認識ベースに立ってお互いのコミ

ュニケーションがとれる共通の言

語を使わなければならない。こち

らはこう思っていたのが，相手は

別のことだと思って理解していた

ということが異業種との連携にお

いては多々あることですので，ま

ず，自分に必要な周辺の関連業種

に関しては，その仕事内容をある

程度理解して，その業種で使われ

ている言語だとか，その業界にお

ける不動産に係る基本的な認識等

を踏まえた上で情報交換なり，共

同作業をするということがどうし

ても必要になると思います。

そうすると，例えば弁護士さん

や税理士さんと協働する場合であ

っても，誰でもいいというわけで

はなくて，鑑定評価という業務に

一定の理解を示してくれて，相手

方もこちらの業界のことをよくご

存じで，何が必要なのかというこ

とを正しく理解して的確な情報を

くれる方とお付き合いをしなけれ

ばいけないということです。その

業界とではなくて，最終的には個

人と個人，あるいは特定の組織と

組織という形のお付き合いになっ

てくると思うのです。そういう中

で協力者のネットワークを構築す

る。これが「隣接・周辺業務」を

鑑定セミナー・「隣接・周辺業務」の現状と今後
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行っていくためには一番重要な課

題ではないかと思っております。

○吉村 岩城さんが言われるよう

に，まずは，共通の言語でコミュ

ニケーションができるか，議題に

取り組めるかというところが第一

歩だと思います。そして，未だ経

験していない業務にも積極的に参

加するスタンスが重要だと思いま

す。既に参加されている方はまた

次も参加するのでしょうし，参加

していない方は参加しないままで

ずっと過ぎてしまうということに

なりがちだと思うので，取り組み

に当たっては，この第一歩は重要

であるのかなと思いますね。

畑中さんは，課題についてどの

ようにお考えでしょうか。

〈自らの縛り，枠を乗り越えて〉

○畑中 これからお話しすること

は鑑定業界の将来展望という話に

もつながっていくと思いますが，

我々業務推進委員会がそもそもな

ぜこの小委員会をつくって，この

「隣接・周辺業務」の拡充を検討

してきたかということを考えます

と，我々鑑定士自身が鑑定評価業

務を今まで中心にやってきた中で，

多様化する社会とのギャップを感

じてきており，今後さらに多様化

するであろう社会のニーズに対し

て応えていけるのかという不安，

あるいは鑑定業界の将来展望がど

ちらかというと悲観的というか，

先細り感，閉塞感というものを鑑

定士自身が感じていたからではな

いでしょうか。それではいかんだ

ろうと，そうならないためにも，

鑑定士として専門性を発揮できる，

社会のニーズに応えられることが

もっとたくさんあるだろうという

ことを検討しようとしたわけです。

それが今後の業務の拡大につなが

って，鑑定業界としても，もっと

発展できるのだよと言える，そん

なことから検討が始まったと思う

のです。

なぜそのような閉塞感を感じる

ようになったかということを考え

てみますと，そもそも不動産鑑定

業の始まりが，公共的な責任とい

いますか，公共性を非常に意識し

ながら土地の値段をつけるという

生い立ちから，あるいは法律に基

づいた仕事である，国家資格であ

るということゆえに，ある意味で

は独占的な専門資格であったわけ

ですが，一方では，その枠を越え

てはいけないという自らが自身を

縛っていた部分がかなりあったの

ではないでしょうか。鑑定評価書

の枠におさまらない仕事は受けて

はいけないというような雰囲気も

あったのではないか。あるいは鑑

定評価書以外で報酬をもらっては

いけないのではないかといった意

識が潜在していたのではないかと

思います。それである線を引いて

しまって，その中で専門的な業務

を続けてきたということが，現在

の社会とのギャップを感じ，将来

的な先細り感，閉塞感を持つ原因

となったのではないかと思うので

す。

それでは今後どうしていくのか。

解決すべき問題というのは，その

枠を乗り越えるというか，「鑑定

評価以外の部分でも鑑定士は仕事

ができる」ということがある意味

で法改正によって認められたとい

う認識に立って，自ら縛っていた

ものを取り払って，どんどん積極

的に踏み出していくことが必要だ

と思います。一つには意識の問題

というのがかなりあるのではない

かという気がしています。

また，鑑定評価の枠を超えた仕

事を今後やろうとするならば，当

然ながら，それができる能力とい

うのを身につけていかなければな

りません。鑑定評価以外の関連す

る知識とか，スキルとか。あるい

は自らがやらないにしても，それ

を専門にやっている人たちとのパ

イプといったものを広く持ってお

かないと。一人でできる仕事とい

うのは限られているので，チーム

を組んで一つの業務に当たってい

くということも今後必要になって

くると思います。

個人的なスキルアップとともに，

その専門的なスキルを持っている

人たちとの，ネットワークを持つ

ということが必要になってくるだ

ろうという気がします。

鑑定評価業務というのは不動産

の経済価値を把握するということ

ですけれども，すべてのコンサル

ティング業務の根本といいますか，

スタートラインというのは，まず

そこからだと私は思っていますの

で，鑑定評価業務というのは，す

べてのコンサルティング業務の必

要条件だと思うのです。ただ，今

まではそれだけをやっておればよ

かったものが，今後は，十分条件

ではないであろうと思います。鑑

定評価のスキルを持っているのは

必要だけれども，それだけでは十

分でない，プラス αが必要だと。
ただ少なくとも，その必要条件を

我々鑑定士は持っているのですか

ら，もっと自信を持ってこの「隣

接・周辺業務」と言われる分野に

踏み出していっていいのだろうと

思います。

我々はそういった意識をまず持

って，自ら縛る必要はないと考え

ます。どんどん積極的に取り組ん

でいけば，いろいろな課題はある

でしょうが，それは解決していけ

ると思いますし，今後の鑑定業界

は，決して悲観的なものはなく，

むしろ，専門能力を持っていると

いう強みがありますから，これま

で以上に発展していく可能性を秘
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めていると思います。また「隣接

・周辺業務」の中心的な役割を担

えるようになっていくでしょう。

そういう意味では，鑑定評価だ

けをやっていればいいということ

ではないですから，自らつくった

枠を越えて，いろいろな関連業務

に積極的に取り組んでノウハウを

蓄積していくことが必要であり，

それができれば十分にビジネスに

なると思います。どんどん勉強し

ていくというのが大事だと思って

います。

〈鑑定評価を大事にするからこそ〉

○吉村 「意識」と「能力」は大

事なキーワードだと思います。こ

れは，鑑定士・鑑定業に限ったこ

とではありませんが，課題を解決

するパワーが生まれてくる源では

ないかと思います。

それから今，畑中さんが言われ

たように，鑑定評価というのは，

すべての業務の「必要条件」であ

り，とても大事なものであるけれ

ども，これからの時代は，「十分

条件」ではないのではないかとい

う意識。これは，今まさに「隣接

・周辺業務」を取り組んでいこう

というときに，重要な心構えだと

思います。

恐らく，委員会に参加されてい

る先生方が共通して思っていると

ころというのは，鑑定評価という

のは非常に重要だということ。そ

して，「隣接・周辺業務」が鑑定

士のこれからの生きる道というよ

うな単純な話ではなくて，鑑定評

価を大事にするからこそ，新たな

発展があるのだと思うのです。

「隣接・周辺業務」を取り組んで

いくことによって，鑑定士のスキ

ルもより高まり，鑑定評価のクオ

リティも高いものになっていくと

思います。

鑑定評価を大事にするがゆえに，

コンサルティングを行っていくと，

不動産鑑定士の奥深さが見えてく

るのではないかと思います。「意

識」と「能力」を引き出していく

という姿勢はすごく当たり前のこ

となのかもしれませんが，そうい

う取り組みスタンスというのは，

大変重要だと思います。

○畑中 私が社内でもよく言って

いるのが，鑑定評価業務というの

は，いわゆるコンサル業務の中の

一業務であって，鑑定評価だけが

独立した一つの業務ではないとい

うことです。しかしながら，すべ

てのコンサル業務というのは価値

判断からスタートするわけで，一

部なのだけれどもその中核であり，

価値判断が出来ないとほかのコン

サル業務も出来ないのです。

社会の経済活動で不動産にかか

わるもの，それ以外もそうですが，

資本主義の自由経済社会の中での

活動は経済的価値に置き換えて物

を考えたり，評価をしたりするわ

けですから，そういう意味では，

まさに不動産の価値を把握する鑑

定評価業務というのは，不動産コ

ンサル業務の根本なのだろうなと。

経済的価値の把握ができないと，

これを基準とした事象も数字で説

明できないわけですから，そうい

う意味では，鑑定士はまさにその

中心にいるのではないかと思いま

す。

そのことに鑑定士自身が今まで

自信が持てていなかった部分があ

ったような気がするのですが，そ

こは大いに意識をして，自信を持

っていけば良いといつも思ってい

ます。

不動産の専門家といわれる人で

も，「この不動産がいくらだ」と

いうことをほかの人にきちんと説

明できる人は意外と少ないですし，

いざきちんと説明しようとすると

意外と難しかったりします。鑑定

のスキルを持って調査をし，分析

をし，あるシナリオを立てながら，

論理立てて説明していくというの

は非常に重要というか，貴重な専

門能力だと思います。それが出来

るからこそ，私自身も実際に今の

会社で仕事をやっていけているの

で，現実的にも，非常に価値の高

いスキルだろうと思います。

○岩城 不動産鑑定士が鑑定評価

書に記載する正常価格，これが一

体どういう価格なのかということ

がはっきりわかっていれば，鑑定

士として「隣接・周辺業務」を行

っていく自信が出てくると私は思

っています。鑑定評価額というの

は，保守主義の原則もありますし，

将来に対して楽観的な予測をして

はいけないというのが原則ですか

ら，あくまで保守的な価格ですよ

ね。ところが，保守的な価格とは

言っても，そのときの市場の状態

によっては，将来に対して楽観的

なシナリオがある程度支配的な時

期もあるわけで，そんなときには

その楽観的な予測の限界を知って

いないと，保守的な価格は記載で

きない。また，予測の限界を問わ

れた場合には，レンジでの評価を

するだとか，それ以外にもクライ

アントに様々なアドバイスをする

ことが可能になってくるわけです。

ですから，まず自分のやってい

る鑑定評価とその鑑定評価の結果

として表示している鑑定評価額が

どういう前提条件における価格な

のかということをきちんとつかま

えておくことがすべての原点では

ないのかなと思います。私はコン

サル系から鑑定評価に戻ってきた

というか，コンサルから始まって

コンサルの視点で鑑定を見つめて，

今，鑑定とコンサルの両方の仕事

をしているので，余計にそういう

思いがします。
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○吉村 それでは，加藤さんは，

いかがお考えですかね。

〈プロフェッショナルサービスの

一部という考え方〉

○加藤 鑑定評価の重要性という

のは，社会一般に対して，あるい

はお客様に対して間違いなくあり

ます。同時に，今，岩城さんがお

っしゃったように鑑定士にとって

の重要性という側面もあります。

そこがしっかりしているから，コ

ンサルにしろ何にしろ自信を持っ

てできるという，この意味では，

本当にベースになる部分であると

いうのは事実だと思います。

ただ一方で，業務として見た場

合，鑑定評価という名称で括られ

る部分と「隣接・周辺業務」と言

っている部分との間に優劣という

か，格差というか，そういうもの

があるのかというと，それも違う

気がします。本業は鑑定評価で，

兼業としてほかのこともやってい

ますということではなくて，鑑定

士が行う業務として，全体がすべ

てプロフェッショナルサービスの

一部なのです，という考え方が非

常に重要ではないかと私は思って

います。

畑中さんが先ほどおっしゃって

いたことにも通じますが，業務，

ビジネスとしてどう認識をしてい

くかということも重要です。公共

性，公益性というところから始ま

ってはいるのですけれども，鑑定

士としてそうしたものを重んじな

がら，同時に鑑定業者，あるいは

プロフェッショナルサービスを提

供していくビジネスマンとして，

ビジネスとして，様々な業務をど

う捉えていくか。

そういう意味では，「隣接・周

辺業務」の一覧を例として挙げま

したが，すべての鑑定士がこの一

覧すべてができるという話ではな

いし，その必要もまたないと思い

ます。この中でそれぞれの鑑定士

が鑑定士として，あるいは事業者

として，ビジネスマンとして，ど

こに重きを置いて，何を自分の武

器としてビジネスをやっていくの

か，そういう形ですみ分けといい

ますか，それぞれの得意技という

か，そういったものを高いレベル

で発揮していけばいいと思うので

す。

それぞれに自分自身の戦略，ビ

ジネス上の戦略というものをきっ

ちりと打ち出していく。それでこ

そ業界内での健全な競争というの

も起こってくると思いますし，そ

れが切磋琢磨というか，個々の鑑

定士のレベルアップにもつながっ

ていくのだろうと思います。

戦略として捉えれば，恐らく単

なる専門領域のスキルだけではな

くて，プロジェクトとして案件を

まとめ，遂行し，成功にもってい

くためのマネージメントですとか，

経営の能力というのも当然に一つ

の重要な能力として考えに入って

くるであろうと思いますし，そう

いった観点から全体を一つのビジ

ネスとして認識していくことは非

常に重要だと思っています。

○吉村 今まさに加藤さんが言わ

れた全体がすべてプロフェッショ

ナルサービスの一部という考え方。

鑑定評価があって，兼業で「隣接

・周辺業務」という範疇の話では

ないと思うのです。そのようなレ

ベルでできるような仕事ではない

と思いますし，そういうことであ

れば，恐らく取り組まないほうが

いい業務だと思いますね。プロフ

ェッショナルとしてきっちりとし

た仕事をしていくことによって，

不動産鑑定士の知名度は，自ずと

ついてくると思います。

「隣接・周辺業務」が不動産鑑

定士にとって主力業務になるかど

うかは，その業務自体のクオリテ

ィをどうやって高めていくかにか

かっていると思います。先ほども

述べましたように，「意識」と「能

力」が重要なキーワードだとも思

いますし，外部環境を的確に捉え

ることは大変重要かと思います。

それが満たされてくると，「認

知度」だとか，「ブランド力」と

いうのも自然と備わってくるはず

なので，この業務自体が鑑定士の

独占的業務ではないわけですけれ

ども，鑑定士の主力業務の一つに

なってくるのではと思います。

Ⅴ．隣接・周辺業務の今後

今，課題から今後の展望へとい

うところに少し入りかけたのです

が，「隣接・周辺業務」の今後に

ついて，お一方ずつお話を伺いた

いと思います。

「隣接・周辺業務」の今後を考

えたときに，不動産鑑定士の個と

してのあり方と，体制・組織とい

う集合体，ひいては業界全体とし

てのあり方というものを意識すべ

きだと思います。

それでは，岩城さん，そのあた

りの今後の展望についてお話しい

ただければと思います。

〈専門特化で得意分野を切り開く

か，コーディネーターの役割か〉

○岩城 まず，不動産鑑定士の個

としては，否応なしに何らの形で

専門特化していかざるをえないと

いう時代の流れがあることは否め

ないと思います。鑑定評価という

仕事の中でも，自分の得意な分野

というのをアピールして，そうい

う仕事が継続的にできるような形
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で特化し，情報集積し，スキルア

ップしていくという形もあると思

います。あるいは，鑑定評価の応

用分野の中で，鑑定士の立場とし

てその業務にかかわる。再開発業

務であるとか，都市計画の企画立

案であるとか，そういった高度な

専門性が要求される業務の中でこ

れに参加する鑑定士として自分の

立場を確立し，大きな全体の業務

分野の中で自分の鑑定士としての

位置を明確にする。これもまた一

つの専門特化の形ではないかと思

います。その結果，それに応じた

情報の収集・集積・整理だとか，

先ほど話題になった共通言語とか

が業務に必要なスキルとして蓄積

されていくということになると思

います。

もう一つの形としては，全体の

中の個としての動きではなくて，

反対に自分自身が一連のプロジェ

クトのコーディネーターという立

場にたって，様々な業種と連携し

て仕事をするという選択も十分あ

り得ると思います。今後鑑定業界

に入ってこられる若い鑑定士の方

には，この方向をぜひ目指してや

っていただきたいと思います。

○吉村 業界のあり方としてはど

うですかね。

○岩城 業界全体としては，従来

の鑑定事務所というのは，これは

少し表現が適切でないかもしれま

せんが，いわゆるコンビニエンス

ストアというか，コンビニエンス

のサービスを提供する。鑑定評価

という枠の中では何でもやります

よということで，その情報ソース

としては，コンビニエンスストア

が本社から提供されているいろい

ろなサービスがありますが，これ

に該当するサービスを提供する役

割を鑑定協会が担当していたとい

う形だったと思うのです。

でも，今はもう既にそういった

意味ではコンビニエンスストアが

全国に普及して，若干あまり気味

と思われるところまで増えてしま

ったという状態ですので，それ以

外の分野で営業をしなければなら

ない，物販業界でいえばメガスト

アですとかショッピングモールで

すとか，また最近は，百貨店も新

たな形で動きだし従来よりもさら

に高品質のサービスを提供すると

いう形で変貌しつつあります。そ

れらと同じように極度に専門特化

した形の鑑定事務所ですとか，鑑

定士集団があったり，あるいは大

量評価の場合の大きな受け皿にな

るような組織があったりというこ

とになってくるのではないでしょ

うか。

○吉村 ありがとうございました。

畑中さん，いかがでしょうか。

〈地方でも十分にニーズはある〉

○畑中 鑑定業界の特徴としては，

オーナー自身が鑑定士である個人

業者と，一方で信託銀行とか大手

総合不動産会社とか，不動産研究

所もそうですけれども，機関鑑定

と言われる業者が両極化している

業界だろうと思います。また，地

方と都会によっても，地方は個人

の業者が多くて，公共的な仕事が

多い。一方，民間の大きなプロジ

ェクトは都会に偏りがちなので，

機関鑑定といいますか，大きな組

織体で働いている鑑定士にそうい

った仕事が偏っている。そういっ

た業務の偏りというのは従来から

あったのだろうとは思いますが，

一方で鑑定士自身にも，例えば地

方の方々は，「隣接・周辺業務と

いうのはあんまり関係ないね」と

か「今までやってきた公的評価を

続けていれば，それでいいのだ」

という意識も実際にあったかもし

れません。しかし，私が今回の検

討委員会で皆さんと意見交換しな

がら思ったのは，地方でも十分

「隣接・周辺業務」としてのビジ

ネスチャンスはあるし，それが民

間であろうが，公共団体であろう

が同じだということです。公共団

体にしても，総合的なコンサル

サービスを求めるというニーズは

あるわけです。既にまちづくりな

どに関して，鑑定士がその地方で

中心になって働いているという

ケースもたくさんあると思うので

す。ただ，今までは，鑑定評価と

いう縛り，これは鑑定士自身でつ

くったものかもしれないですが，

それがあるがゆえに，鑑定評価書

を作る以外の周辺業務というのは

サービスととらえられていて，周

辺業務だけで報酬をもらうという

ことがあまりなかったのかもしれ

ません。今に至っては，“やって

はいけない業務ではない”という

位置づけであるわけですから，十

分ビジネスとして成り立つ高度な

業務だと思います。

それは，地方であっても地方の

ニーズはあるだろうし，ビジネス

として今後やっていける可能性は

あると思います。また実際に取り

組みをやっていく中で，後から鑑

定士に対する認知度が高まってく

るとか，ブランド力がついてくる

ということがあろうかと思うので，

そういうことも意識しながら，業

界としては，地方であるとか都会

であるとかということでなくて，

業界全体として，意識を高めてや

っていけたらいいなと思います。

○吉村 鑑定士の今後を考えたと

きに，人材をどうやって育ててい

くか，どうやってこの業界に人材

を集めるかも重要な課題だと思い

ます。せっかく鑑定士の試験に受

かって鑑定士になった人が，不動

産のプレイヤーではあるけれども

外の業界に出ていってしまうとい

鑑定セミナー・「隣接・周辺業務」の現状と今後
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うことも多いので，おもしろい仕

事を増やすことはとても大切なこ

とだと思います。

○畑中 我々が今まで感じてきて

いた閉塞感というものは，鑑定士

自身が線を引いて，その内にこも

る方向性で作られた部分もあると

思いますが，今後の発展に向けて

の方向性は専門化であり，得意分

野で生きていく，それともう一方

で協業化ですね。得意分野を持っ

た人たち同士が，協力しながら，

パートナーシップを持ってやって

いくという方向にならないと，高

度化・多様化する社会のニーズに

応えるのが難しくなってきていま

す。閉鎖的とか，排他的な方向で

はなくて，むしろ専門分野で力を

つけて，ここの部分は自分が強い

から，一緒に助け合ってやりまし

ょうといった意識の持ち方という

のは非常に大事だと思います。

〈コンビニ同士の競争ではないよ

うに〉

○加藤 結局，それも専門化・特

化というのになってこなかった，

先ほどの岩城さんのお話で言えば，

みんなコンビニになってしまった

ので，そういう形になるのですよ

ね。ローソンとファミリーマート

が同じところで出ていたら，それ

は顧客を独占しようとしてけんか

にもなりますが，これが例えば，

ルイヴィトンとそれこそ１００円シ

ョップ。これなら全然競合になら

ないわけで，うまくいけば，むし

ろ補完関係にすらなるかもしれな

い。そうして，大事なのは，この

二つは別にどっちがえらいとかそ

ういうことではないんですよね。

ちょっと露骨な言い方になります

が，これはあくまで，どっちが利

益を出せるか，という，ビジネス

戦略上の話なわけです。さらには，

様々な形での補完関係というのは

他人が出てきていない領域に進ん

で出て行く，ということをやるか

ら生まれてくるわけですよね。既

に確立している領域をみんなが目

指して，みんながみんな同じ業務

を同じようにやって，それでどっ

ちが勝つか，という競争をやって

しまうと，やはり，全体としては

難しい，先細り，ということにな

ってしまいかねないと思います。

○畑中 価格競争というのが，最

近ありますね。予算が厳しくて，

とにかくフィーが安いところに依

頼するよと。それにはもちろん合

理性もあるのですが，鑑定業者を

決める基準はそれだけではないは

ずですし，低価格競争を続けてい

ると，将来的には自分達の首をお

互いに締め合っていることにもな

ります。そんなことを続けている

と，鑑定業務のクオリティもきっ

と下がってくるのだろうなと思い

ます。

安く，早くというニーズもある

のは間違いないので，それはまさ

に業者間のすみ分けだろうなと。

全員が手を上げて競争するという

ことではなくて，そこが強みの業

者はそこで競争すればいいし，別

の専門分野で強みを持っている業

者はそこでビジネスをすればいい

わけですから。また協会として何

かしら会員に対してバックアップ

をするといった動きというのは，

必要になってくるという気がしま

すね。

○吉村 畑中さんが先ほど言われ

ていたように，都心部に限らず地

方都市においても，「隣接・周辺

業務」の取り組みの必要性は高く，

既にこれらの業務に取り組まれて

いる方もおられるのではないかと

思います。また，各方面での取り

組み方についてはいろいろな考え

方があると思います。その辺の話

になってくると，先に不動産カウ

ンセラー会さんがNPO法人化さ

れて，日本不動産カウンセラー協

会を設立し，取り組みを強化され

ている話を思い出します。問題意

識としては，恐らく今回，（社）東

京都不動産鑑定士協会の業務推進

委員会で今後の不動産鑑定士の取

り組むべきテーマとして考えたこ

とと共通するものだと思います。

「隣接・周辺業務」と称されるこ

の分野の重要度は高く，従来から

不動産鑑定士に限らず他のプレイ

ヤーによっても取り組まれている

業務分野でありますが，今後もっ

と意識して取り組んでいかなけれ

ばならない分野だと思います。日

本不動産カウンセラー協会さんも

同じ意識を持たれて取り組んでい

こうということだと思いますし，

集合体，業界としての代表的な動

きの一つだと思います。個として

取り組むべき課題は多く，意識を

強く持って能力を磨いていく努力

は大変重要ですが，社会のニーズ

に的確に対応し続けるためには，

何らかのきっちりとした体制がと

られる必要があると思います。業

界としても明確なスタンスを持た

なければいけないと思いますし，

将来を見据えた中でやっていかな

いと，先が見えないということに

なってしまうと思います。

「隣接・周辺業務」に対する明

確なビジョンを描くことは，不動

産鑑定士の明るい未来への扉の一

つを開けることであると確信して

おります。本日は，「隣接・周辺

業務」という不動産鑑定士の将来

にとっての重要なテーマの一つを

取り上げ，議論していただきまし

た。

大変ありがとうございました。

（１１月７日，東京・霞が関の霞山会館で

収録）
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セセミミナナーーをを終終ええてて

わが国の不動産を取り巻く環境は大変な変貌を遂げており，不動産鑑定士の関わる業務はますます複雑化・高

度化・専門化しております。従来からの鑑定評価の他に，デューデリジェンス，鑑定評価書様式外評価，各種

マーケット調査，不動産売却・投資のアドバイザリー業務をはじめとした不動産コンサルティング業務等，不動

産鑑定士がクライアントから求められる仕事も多様化してきております。

本日のセミナーは，このような状況の中，法改正によって規定された「隣接・周辺業務」の取り組みの実態と

今後のあり方について，（社）東京都不動産鑑定士協会の業務推進委員会において検討を重ねてきました内容を踏

まえ，「隣接・周辺業務」に実際に深く関わられている皆さんとともに議論を進めてまいりました。

セミナーでの議論を振り返ってみますと，以下のような内容がクローズアップされました。

� 社会的必要性や世の中のニーズなどの外部環境を正確に把握することが重要であること。

� 「隣接・周辺業務」は必ずしも最初から明確な区分けがなされているとは限らない業務であるので，クラ

イアントの相談を受けながら課題を整理し，解決方法を模索していく性格のものであること。

� 「隣接・周辺業務」には様々なカテゴリーがあり，業務の難易度・必要とされるスキル・協働業種なども

多種多様であること。

� 不動産は生き物であるから，マーケット・現場を的確に把握することが大切であること。

� 自らの縛り・枠にこだわらない「意識」を持って積極的に取り組む姿勢が，道を切り開くキーであること。

そして，「認知度」「ブランド力」「競争力」などは後からついてくるものであること。

� 鑑定評価を大事にするからこそ，プロフェッショナルサービスとしての「隣接・周辺業務」が可能となる

こと。

ところで，私が常日頃，感じていることを少しお話ししたいと思います。

「隣接・周辺業務」，さらにもっと広く捉えれば，コンサルティング業務というものは，大変領域が広く，一言

ではなかなか言い表せない業務です。この業務に対する社会的認知度・評価というものは，日本においてはまだ

まだ低いと感じております。しかしながら，きちっとした形で定まっておらず難解な業務であればあるほど，課

題を解決した時の喜びは，クライアントにとっても，自分自身にとっても大変大きなものです。ビジネスとして

儲かるかどうかは別問題として，汗をかいて苦労した結果，心から感謝されて「ありがとう」という言葉が頂け

るこの感覚が忘れられないから，コンサルティング業務はおもしろくてやめられないのです。

不動産鑑定士の専門性というものは，鑑定評価書において表現することに留まらず，不動産を巡る諸問題に対

するソリューションビジネスにおいては，とても大きな可能性を秘めており，社会からの期待も大きいものであ

ると確信しております。鑑定評価を大事にしつつ，これまであまり取り組んでこなかった業務に対しても積極的

にチャレンジしていかなければいけない時代が来ているのだと思います。他の専門家同様に，不動産鑑定士も専

門化・特化がより進んでおり，得意分野は人により様々ですから，自らの目指すべき道を定めつつ，しっかりと

したビジョンメイキングをすることが大切だと思います。

「隣接・周辺業務」が今後，不動産鑑定士の主力業務の一部となり，さらなる業務拡充の足掛かりとなること

を切に願いつつ，本日のセミナーがそのためのきっかけの一つになれば幸甚です。

（吉村 真行）
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